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日野町地域活動支援交付金交付要綱 

 

 (趣旨) 

第１条 この要綱は、日野町地域活動支援交付金の交付に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

(交付目的) 

第２条 町は、集落又は自治会、連合自治組織及び営利を目的としない住民グループ

（以下「住民団体等」という。）などが主体的となって行う、地域活性化に資する

活動を支援することにより、元気な地域づくりを推進するとともに、人と人とのつ

ながりを大切にし、生きがいや安心を感じることができる地域を目指すことを目的

として交付する。 

 

(交付金の交付) 

第３条 町は、前条の目的の達成に資するため、別表の第 1欄の区分（以下「交付区

分」という。）ごとに、同表の第２欄に掲げる事業（以下「交付対象事業」という。）

を行う同表の第３欄に掲げる者（以下「事業実施主体」という。）に対し、予算の

範囲内で交付金を交付する。ただし、国や県の助成制度の交付対象となる事業につ

いては、本交付金は交付しないものとする。 

２ 前項に定める事業への交付金の交付は、単年度で行うものとし、交付金の額は、

交付対象事業に要する別表の第６欄に掲げる経費（以下「交付対象経費」という。）

の額に、同表の第４欄に掲げる率（以下「交付率」という。）を乗じて得た額と、

同表の第５欄に掲げる額（以下「限度額」という。）のいずれか低い額とする。た

だし、同表の第１欄の集落活性化型Ａ、集落活性化型Ｂ及びチャレンジ型を併せて

取り組む場合は、それぞれの限度額を合算した額を限度額とする。また、同表の第

１欄の地域創造型（以下「地域創造型」という。）において、新規性・先駆性等が

あるもので、町長が特に認める場合は、交付率を３分の２に嵩上げすることができ

るものとする。 

３ 交付額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。また、限度額を上

限とし概算払いすることができる。 

４ 事業実施主体が同種の事業を実施するために受けられる交付の回数は、交付区分

に応じそれぞれ１回限りとする。また、集落活性化型において、事業実施主体は単

独の自治会単位とし、地域創造型との重複申請は可とするが、交付対象経費は別に

しなければならない。 

５ 同一事業の継続は、最長３年間可能とするが、年度ごとに継続の可否を審査する。

また、本要綱は３年毎に見直すこととし、要綱の見直しを行った年度から、同一事

業でも再び申請できるものとする。 

 

 (交付申請) 

第４条 住民団体等が交付対象事業を実施しようとするときは、交付対象事業の着手

前に、日野町地域活動支援交付金交付申請書（様式第１号）および日野町地域活動

支援交付金対象事業実施計画書（別紙１）を提出するものとする。 

 

（交付金の交付決定） 
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第５条 町長は、前条の規定により実施計画書の提出があったときは、当該申請に係

る書類を審査し交付金を交付すべきと認めたときは、日野町地域活動支援交付金決

定通知書（様式第２号）により、申請者に通知するものとする。ただし、地域創造

型においては、別に定める審査会に諮り、交付金の交付について適否の判定に資す

るものとし、適当であると認めたときは、日野町地域活動支援交付金決定通知書に

より、申請者に通知するものとする。 

 

（交付対象事業の変更等） 

第６条 前条の規定による通知を受けた申請者（以下「交付決定者」という。）は、

当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、日野町地域活動支援交

付金変更等承認申請書（様式第３号）を町長に提出し、その承認を得なければなら

ないなお、次に掲げるもの以外の変更は、変更承認申請を必要としない。 

 （１）交付金額の２割以上の減額を伴う変更 

 （２）交付金額の増額を伴う変更 

 （３）交付対象事業の規模を大幅に縮小する、又は実施の時期を大幅に遅延する変

更 

 （４）交付対象事業の内容の変更につながる、事業費配分の変更や、新たな支出自

由の追加 

 （５）その他、交付対象事業の目的に特に影響を及ぼすと認められる内容の変更 

 

（交付決定の変更） 

第７条 町長は、交付決定者から前条の規定による交付金の交付決定の変更又は取消

を決定したときは、日野町地域活動支援交付金交付決定変更通知書（様式第４号）

により、交付決定者に通知するものとする。 

 

（完了報告） 

第８条 交付金の交付決定を受けた者は、交付対象事業が完了したときには、速やか

に補助事業等完了届（様式第５号）を町長に提出しなければならない。 

 

（実績報告） 

第９条 住民団体等は、交付対象事業が完了した場合は、日野町地域活動支援交付金

事業実績報告書（様式第６号）を交付対象事業の完了の日若しくは廃止の承認を受

けた日から起算して３０日を経過した日までに提出しなければならない。 

２ 前項の実績報告書には、次に掲げる書類を添付するものとする。 

（１）経費が確認できる領収書又は請求書等の写し、又は監査報告書の写し 

（２）活動にかかる写真、活動が掲載された広報誌、新聞等いずれか一つ 

 

（交付金の額の確定） 

第１０条 町長は、前条の規定により提出された実績報告書により、交付金の交付の

内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確

定し、日野町地域活動支援交付金確定通知書（様式第７号）により、交付決定者に

通知するものとする。 

 

（交付金の請求） 
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第１１条 交付決定者は、前条の規定により交付金確定通知を受けたあと、速やかに

補助金等交付請求書（様式第８号）を町長に提出するものとする。 

２ 町長は、概算払により交付金等を交付しようとする場合においては、あらかじめ

その旨を交付金の交付決定を受けた者に通知するものとする。 

３ 交付金の交付決定を受けた者は、前項の通知を受けた場合、交付決定額の範囲内

で補助金等交付請求書（様式第８号）により請求することができるものとする。 

 

 (交付条件) 

第１２条 交付金の交付目的を達成するため、住民団体等は、この交付金に係る収入

及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類

を保管すること。 

 

(遂行状況の報告等) 

第１３条 町長は必要があれば住民団体等に対し交付対象事業の遂行状況の報告を

求め、又は必要な調査を行うことができる。 

 

 (その他) 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は日野町補助金等交付規則（昭

和４５年日野町規則第２０号。以下「規則」という。）の定めるところによる。 

 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 
（日野町地域活動支援交付金交付要綱の廃止） 

２ 日野町地域活動支援交付金交付要綱（平成２８年要綱第２３号）は廃止する。 
３ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 
４ この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

５ この要綱は、令和５年４月３日から施行する。 
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様式第１号(第４条関係) 

 

                          令和  年  月  日 

 

 日野町長 﨏田 淳一 様 

 

 

        申請者（自治会長） 住  所  

                  自治会名 

氏  名             印 

 

 

令和 年度日野町地域活動支援交付金交付申請書 

 

 

 令和 年度において標記交付金を下記のとおり受けたいので日野町補助金等交付

規則第５条の規定により関係書類を添えて申請します。 

 

 

記 

  

 交付対象事業名    令和 年度日野町地域活動支援交付金 

  

 交 付 申 請 額            円 

 

 添 付 書 類 

 

  1 事業計画書 

 

  2 収支予算書 
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（別紙１） 

令和 年度日野町地域活動支援交付金対象事業実施計画書 

 

◆事業計画 

１ 事業区分・主体 

交付事業の区分 地域創造型・集落活性化型Ａ・集落活性化型Ｂ・チャレンジ型 

組織の名称  

事務所所在地 

（電話番号） 
 

代表者氏名 
 

結成年月  

 

２ 事業の概要 

事業実施期間 令和 年度 
事業実施箇

所 
 

事業の目的・概

要 
 

（地域課題） 

 

（事業の目的） 

 

 

（事業概要） 

 

 

 

実施後に期待され

る元気な姿 
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３ 事業費の内訳及び算出根拠                   

（単位：千円） 

科   目 積   算 事業費 
財 源 内 訳 

町 費 自己資金 備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

合   計      

 

 

 

４ 収支予算書 

 （１）収入の部                        （単位：千円） 

科    目 予  算  額 摘    要 

交付金  地域活動支援交付金     千円 

自己資金  
 

計  
 

 

 （２）支出の部                        （単位：千円） 

科    目 予  算  額 摘    要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

計   
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様式第２号（第５条関係） 

                           番     号 

                           年  月  日 

 

           様 

 

 

                     日野町長  

 

 

年度日野町地域活動支援交付金交付決定通知書 

 

 

   年  月  日付で申請のあった日野町地域活動支援交付金について

は、日野町補助金等交付規則第６条第１項の規定に基づき、下記のとおり交付

することに決定したので、規則第８条第１項の規定により通知します。 

 

 

記 

 

 

 １  補助金交付の対象となる事業は、   年  月  日付の申請書（以下「申 

  請書」という。）で申請のあった事業とし、その内容は、申請書記載のとおりと 

  する。 

 ２  補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事 

  業の内容が変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の額につ 

  いては、別に通知するところによるものとする。 

   

      補助事業に要する経費              金        円 

      補助金の額            金        円 

                

  ３  補助金の額の確定は、今回交付決定額と、変更された場合は変更された額との 

  いずれか低い額とする。 

  ４  補助事業実施者は、日野町補助金等交付規則に従わなければならない。 

  ５  上記４に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。 

  ６  補助事業者は、この補助金にかかる帳簿を備え、補助事業についてその収入の 

  額及び支出額を記載するとともに、その支出内容を証する書類を整備し、補助事 

  業終了後の翌年度から起算して５年間保存しなければならない。 

  ７  補助事業者は、規則第１８条の規定による補助事業の実績報告を、交付対象事

業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して３０日を経過した日

までに提出するものとする。 
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様式第３号（第６条関係） 

                              年  月  日 

 

 日野町長         殿 

 

 

                申請者 住 所  

                    氏 名             印 

             

 

  年度日野町地域活動支援交付金変更等承認申請書 

 

    年  月  日付     第    号で交付金の交付決定の通知を受

けた日野町地域活動支援交付金について、次のとおり申請内容の変更（中止・廃止）

をしたいので、日野町補助金等交付規則第１１条の規定により関係書類を添えて申請

します。 

 

 

 

記 

 

１ 交付対象事業名       年度日野町地域活動支援交付金 

 

２ 交付決定済額            円（対象事業費         円） 

 

  変更承認申請額           円（対象事業費         円） 

 

  差引額               円 

 

３ 変更内容  別紙１のとおり 

 

４ 添付書類 

 （１）別紙１ 変更後の日野町地域活動支援交付金対象事業実施計画書 
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様式第４号（第７条関係） 

                              番     号 
                              年  月  日 

 
 様 

 
                       日野町長  
 
 

  年度日野町地域活動支援交付金交付決定変更通知書 

 
    年  月  日付で変更承認申請のあった日野町地域活動支援交付金の変

更については、下記のとおり交付することに決定したので、日野町補助金等交付規則

第６条の規定により通知します。 
 

記 
 
 １  補助金交付の対象となる事業の変更の内容は、    年  月  日付の変

更等承認申請書記載のとおりとする。 
 ２  補助事業に要する経費及び補助金の額は、次のとおりとする。ただし、補助事 
  業の内容がさらに変更された場合における補助事業に要する経費及び補助金の

額については、別に通知するところによるものとする。 
 
   補助事業に要する経費（変更前）  金          円 
             （変更後）  金          円 
 
   補助金の額     （変更前）  金          円 
             （変更後）  金          円 
 
 ３ 補助金の額の確定は、今回交付決定額と、変更された場合は変更された額との 
  いずれか低い額とする。 
 ４ 補助事業実施者は、日野町補助金等交付規則及び日野町地域活動支援交付金交

付要綱に従わなければならない。 
 ５ 上記４に違反した場合は、補助金の全部又は一部を返還させることがある。 
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様式第５号（第８条関係） 

 

                              年  月  日 

 

 日野町長         様 

 

 

 

             申請者住所  

                    

 

             氏   名  

                    

 

 

 

補 助 事 業 等 完 了 届 

 

     年  月  日付    第   号をもって交付決定通知のあった下

記事業が完了したのでお届けします。 

 

 

記 

 

 １ 補助事業等の名称      年度日野町地域活動支援交付金 

 

 ２ 着手年月日         年  月  日 

 

 ３ 完了年月日         年  月  日 
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様式第６号（第９条関係） 

 

年  月  日 

 

 日野町長         様 

 

 

             申請者 住 所  

                 氏 名  

                       

 

 

年度日野町地域活動支援交付金事業実績報告書 

 

 

 

 上記事業を実施しましたので、その実績を報告します。 

 

 

記 

 

  １．事 業 名          年度日野町地域活動支援交付金事業 

   

  ２．添付書類 

 

                 イ．事業実績書 

 

                 ロ．収支精算書 
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様式第７号（第１０条関係） 

                             番     号 

                             年  月  日 

 

  

           様 

 

 

 

                    日野町長  

 

 

 

年度日野町地域活動支援交付金確定通知書 

 

 

     年  月  日付で実績報告のあった    年度日野町地域活動支援

交付金については、日野町補助金等交付規則第１９条第１項の規定に基づき、下記の

とおり額の確定をします。 

 

 

 

記 

 

 

      １ 概算払済額             円 

 

      ２ 交付確定額             円 

 

      ３ 今回精算払額            円 
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様式第８号(第１１条関係) 

 

 

補 助 金 等 交 付 請 求 書 

 

 

 

一金         円也 

 

 

 これは     年  月  日    第    号をもって交付決定通知の

あった    年度日野町地域活動支援交付金（概算払）として 

 

 

 上記のとおり請求します。 

  

        年  月  日 

 

 

               住   所   

               氏   名   

                       

 

 

 

 

  日野町長          殿 

 

 

 

 

 

 

 

             振込口座 金融機関名：               

                  支 店 名：               

                  口 座 種 別：               

                  口 座 番 号：               

                  口 座 名 義：               

                    


